
申告所得税

人 員 総 所 得 金 額 等 申 告 納 税 額

人 千円 千円 

9,225 31,311,937 1,334,682

8 15,879 489

－ － － 

－ － － 

－ － － 

実　　　 9,233 31,327,816 1,335,171

実　　　 8,536 29,580,675 1,297,688

実　　　 7,725 25,599,683 1,030,540

実　　　 7,176 22,741,980 837,910

実　　　 8,386 28,911,900 1,191,508

　　　　　　　　ることをいう。

　３－３　免除状況　　　　

軽減又は免除税額

千円 

285,001

11,877

　実　　　　1,398 296,879

　　　　　　　　む。）された者の事績を平成17年３月31日現在で示した。
       （注）  「人員」欄の「実」は実人員を示す。

2,177,264

 用語の説明 ：１  更正請求とは、納税申告書を提出した者の申告した課税標準等又はこれに対する税額等の計算に誤りがあったこ
　　　　　　　　とにより納付すべき税額が過大であるとき等、一定の理由に限り、一定期間内に更正（改め直すこと）の請求をす

実　　 726,608 4,924,534,972

333,527,443

               ２  法第103条による税額とは、確定申告書の提出がないために、予定納税額が年税額となった所得税額をいう。

5,128,051,246

306,038

△ 　　　　　　1,686 

△ 　　　　　　4,320 

311,710,030

281,236,366

　　　　　　　　　　　　　　　計 2,369,215

者 別 内 訳

申 告 納 税 額

そ の 他 所 得 者

286,165,655

278,728,896

278,428,808

規定によるもの

実　　 741,461 

《所得税の軽減免除》の規定によるもの 58 191,951

人 員 所 得 金 額

人 千円 

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第２条

租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の免税》の
1,340

実　　 810,266 4,983,410,954

実　　 710,054 4,669,476,041

実　　 728,047 4,717,612,454

△ 　　　　　2 △　 　 　　13,331 

△ 　　 　　12 △　　　　　54,805 

1,271 6,099,977

－ 1,000

 調査対象等 ：  平成16年分の所得税の確定申告により、所得税を軽減又は免除（軽減又は免除により納付税額のなくなった者を含

千円 

56

農 業 所 得 者

人 員 総 所 得 金 額 等

　　　　　　人 千円 

809,009 4,977,378,113


